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2005年から世界各国で、国連を軸にした「ESDの10年」という動きが始まっています。
この「ESD（持続可能な開発のための教育）」について、
ESD-Jの視点から、ねらいや背景、国内外の動きや参考事例をまとめてみました。

国 連 持 続 可 能 な 開 発
U n i t e d  N a t i o n s  D e c a d e  o f  E d u c a t i o n  f o r  S u s t a i n a b l e  D e v e l o p m e n t

ESD-J：「持続可能な開発のための教育の10年」推進会議
「ESDの10年」を契機にして、持続可能な社会づくりのための
教育を推進するために発足した、日本のネットワーク組織です。
➡P16

きっかけは2002年、ヨハネスブル
グサミットでの日本からの提案。国
連総会がその実施を決め、「ESDの
10年（2005～14）」にむけた動きが
はじまりました。
➡P2

「持続可能（sustainable）」という言葉
には、環境保護・保全に限られない、
様々な課題が含まれています。
➡P4

「開発（development）」に与えられて
いる多様な意味合いの理解は、ESD

について考える大切な入口のひとつ
です。
➡P4

子どもに限定した教育活動ではあり
ません。学校教育や社会教育、生
涯学習から企業の社員教育まで、幅
広い領域がその対象です。
➡P6

国連の10年キャンペーンは60年代
にスタート。以後、開発途上国や先
住民、障害者、非識字者などをめぐ
り、国際的な協働を要する社会的問
題を取り上げています。
➡P8

の た め の 教 育 の 10 年
2005–2014
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─日本政府とNGOの共同提案からはじまりました

ヨハネスブルグ・サミット
（WSSD）
持続可能な開発に関する世界首
脳会議。191ヵ国・2万人が参加。
内訳は、政府関係者：9,101名、
NGO関係者：8,227名、メディ
ア関係者：4,012名。

ユネスコ／国連教育科学文化機
関（UNESCO）
教育・科学・文化を通じて諸国
間の協力をうながし、世界平和
と安全への貢献をはかる国連の
専門機関。

ヨハネスブルグ・サミット提言
フォーラム（JFJ）
サミットにNGOの声を反映させ
るためにつくられた日本国内の
NGO／NPOネットワーク。「ESD
の10年」は、外務省と環境省に
対し同フォーラムが提出した「環
境教育の10年」のアイデアを
ベースに提案された。

記載事項についてリンク集を用
意しています。
www.esd-j.org/download/

2001

サミットに向けて、日本政府とNGOの意見交換会スタート［8月］

「ESDの10年」開始国際記念式典開催（ニューヨーク）［3月］

2002

2003

2004

2005

ヨハネスブルグサミット提言フォーラム（JFJ）設立［11月］

JFJ「ESDの10年」を政府に提言［3月］
同案を政府が国連サミット準備委員会へ提案［3～4月］

国連の世界実施計画ドラフトに同案が盛り込まれる［5月］

JFJ、サミットNGOピープルズフォーラムで、
同案の推進に関するワークショップを開催［8～9月］

「持続可能な開発に関する世界首脳会議（ヨハネスブルグサミット）」開催［8～9月］
〈同案を日本より正式に提案〉 

第57回国連総会で同案採択［12月］

JFJ解散［3月］

「持続可能な開発のための教育の10年」推進会議（ESD-J）発足［6月］

ESD-J「ESD全国ミーティング」開催［3月］

ESD-J「政府の取り組みに対する要望書」を小泉首相に提出［6月］

第1回「ESDの10年」関係省連絡会議開催
（外務省、文部科学省、環境省、国土交通省、経済産業省、農林水産省）［9月］ 

第59回国連総会でユネスコが「国際実施計画案」を発表［10月］

国連持続可能な開発のための教育の10年
2005～14

ESD-J「ESDの10年キックオフミーティング」を開催［3月］

第172回ユネスコ理事会「ESDの10年・国際実施計画」を承認［9月］

2002年9月、南アフリカ・ヨハネスブルグで

開催された世界首脳会議（WSSD）で、日本の小

泉首相は、2005年からの10年間を「国連持続

可能な開発のための教育の10年」（以下「ESDの

10年」）とすることを提案。この演説は、日本の

NGO／NPOによる「ヨハネスブルグ・サミッ

ト提言フォーラム」（2001）と日本政府の共同提

案により行われました。

「ESDの10年」案は同サミットで賞賛され、

国連総会は全会一致でこれを採択。ユネスコが

主導機関に決まり、国際実施計画づくりを担う

ことになりました。2005年9月に採択された最

終的な実施計画では、「地域に根ざした活動」や

「教員養成教育の重要性」、そして「限られた省

庁でなく、政府全体で国内実施計画づくりに取

り組む」「市民参加のプロセスを重視し、幅広

い意見を得るためのフォーラムを設ける」こと

などが求められています。

各国はこれを受けて、国内の実施計画を策定

中。イギリスとスウェーデンは、すでに策定し

ていた持続可能な開発のための国家戦略を基

盤に、早くも実施段階に。欧州諸国に限らず、

韓国やインドネシアなど、アジアの国々でも取

り組みが進んでいます。

■ESD-Jをはじめとする国内NGOの動き
■日本国政府の動き

■国連の動き

2000

「ESDの10年」のきっかけは？

第1回ヨハネスブルグサミット準備会合／ニューヨーク［4～5月］

ユネスコ「国際実施計画枠組案」を発表、意見募集開始［7月］

写真提供：内閣広報室
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ミレニアム開発目標・達成期限［2015］

─時代の流れとともに変化しています

持続可能な開発／
Sustainable Development（SD）
経済開発だけでなく、社会開発、
環境保全の三つがバランスよく
行われ、現在世代と将来世代の
公平性を実現する開発を指す。
開発には、「上から（国家など）の
開発」と「自発的な開発（自己発
展）」の二つの側面がある。

社会開発
生産に偏った経済開発をあらた
め、国民の衛生や医療・福祉・
教育などにおける生活環境向上
をはかる施策。

貧困問題
社会構造的な不公正により生じ
る、経済的な貧しさ。

参考情報：人間開発指数
Human Development Index

経済性に限定されない、真の豊
かさを測るために編み出された、
国際的な社会指標。

参考情報：ブルントラント報告
「Our Common Future」
日本の提案で設立された「環
境と開発に関する世界委員会」
（1980）の報告書。「持続可能な
開発」の概念を定義し、環境と
開発の問題をともに考える必要
性を明示した。

1960

1970

1980

1990

2000

2010

国連人間環境会議／ストックホルム［1972］　〈「人間環境宣言」を採択〉

国際自然保護連合（IUCN）、国連環境計画（UNEP）、世界自然保護基金（WWF）「世界環境保全戦略」発行［1980］
〈持続可能な開発（SD）の概念を示す〉 

ブルントラント委員会、報告書「Our Common Future」を作成［1987］　〈SDの認識広まる〉

IUCN、UNEP、WWF「新・世界環境保全戦略」発行［1992］
地球サミット／リオデジャネイロ［1992］　〈アジェンダ21を策定〉

国連ミレニアムサミット［2000］　〈国連ミレニアム宣言を発表〉

持続可能な開発に関する世界首脳会議／ヨハネスブルグ［2002］　〈ESDの10年を日本が提案〉

国連持続可能な開発のための教育の10年
2005～14

日本において「開発」は、自然破壊をともな

う経済活動に関連して使われることが多く、こ

のことが「持続可能な開発（SD）」という言葉に

対する違和感を生むこともあるようです。

しかし、国際社会における「開発」の意味

合いは様々です。それは、GNPの増大を求め

る「経済開発」にはじまり（1950年代～）、豊かさ

の尺度の再考を経て「社会開発」という概念へ

（1970年代～）。1990年には「人間開発」という概

念が示され、これには経済的収入のほか、教

育・平均余命・人権・ジェンダーなど、多面的な

評価軸が含まれました。

SDが国際社会の共通課題となった背景には、

「環境問題と同時に、貧困問題も解決しなけれ

ばならない」という含意があります。「新・世界

環境保全戦略」（1992）は「“持続可能な開発”は

矛盾した術語であり、自然界では無限に成長で

きない」ことを指摘。SDを「人々の生活の質的

改善を、生態系の収容能力限界内で達成するこ

と」と位置づけています。

この10年間は、私たちがこの概念をどう扱

い・どのような実践を行うか、その名のもとに

行われる活動をどう見るかが問われる機会なの

です。

「開発」という言葉の意味は？1950
国際自然保護連合、設立総会［1948］

レイチェル・カーソン「沈黙の春」［1962］

国連貿易開発会議［1964］　〈G77発足〉

ポール・エリック「人口爆弾」［1968］

ローマクラブ（ドネラ H.メドウズ）研究レポート「成長の限界」を発表［1972］

国連環境計画管理理事会特別会合／ナイロビ［1982］

写真提供：時事通信社、環境省、内閣広報室
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ミレニアム開発目標・達成期限［2015］

貧困の撲滅、保健・教育の改善、環境保護を

目的に制定された「ミレニアム開発目標」を目

ざす国際的な教育に関連する動きとして、「万

人のための教育（EFA）」と「国連識字の10年

（UNLD）」「持続可能な開発のための教育（ESD）」

の三つが存在します。EFAは人々の教育へのア

クセスの向上、UNLDは識字教育の拡充に注力。

ESDには、環境・開発・人権・多文化共生など、

複数の教育活動分野の統合とレベルアップが

求められています。

基礎教育については整備の進んだ日本です

が、「持続可能な開発のための教育（ESD）」につ

いてはどうでしょうか。残念ながら社会としては、

持続不可能性に加担している現実もあります。

1992年の地球サミット（環境と開発に関する世

界首脳会議）の成果文書「アジェンダ21」は、そ

の第36章で、教育は環境と開発の問題を解決

する意識や価値観・能力を身につけ、意志決定

への効果的な市民参加を実現するために重要で

ある、と示しました。ここには次世代の子ども

だけでなく、今の時代に責任を持つ大人があら

ためて学びなおすべき内容があります。ESDは、

学校教育に限られたものではありません。

─ ESDは「子ども」の学校教育に限られません

ミレニアム開発目標／
Millennium Development Goals
（MDGs）
先進国と途上国双方が、人間開
発を推進する上での緊急課題に
ついて、2015年という達成期
限と具体的な数値目標を定めた
公約指標。147の国家元首を含
む189の加盟国により採択された
「国連ミレニアム宣言」に基づく。

万人のための教育／
Education for All（EFA）
「万人のための教育世界会議」
（2000）では、「2015年までの
初等教育の完全就学と修了の達
成」など、6つの具体的な目標が
採択された。（「世界中で1億人
以上の子どもが学校に通わず、
子どもの4人に1人は5年間の
基礎教育を修了できず、10億人
近くの成人が非識字者である」
G8タスクフォース報告書より）

アジェンダ21
地球サミットで最大の争点となっ
た、環境の維持と経済開発の両
立を目標に、国連・国際機関・
国がなすべき行動計画を定めた
文書。持続可能な開発への道筋
を具体的に示す、バイブル的位
置づけを持つ。

参考情報：
ユネスコのESD・国際実施計画
案（2004）は、政治家・行政・企
業など、現行の社会経済システ
ムで重要な意思決定を行う立場
にいる人々こそ、「ESDを受け
る」対象であると主張している。

誰のための「教育」？

1960

1970

1980

1990

2000

2010

第三回国連総会 「世界人権宣言」を採択［1948］

1950

第44回 国連総会［1989］　〈子どもの権利条約を採択〉

「世界環境保全戦略」が
持続可能な開発（SD）の概念を提示［1980］

万人のための世界教育会議／ジョムティエン［1990］
〈国際識字年に合わせて開催、
「基礎教育」という概念が国際的に認知される〉 地球サミット／リオデジャネイロ［1992］　

〈アジェンダ21を策定、SDにむけた教育の重要性を提示〉 

万人のための世界教育フォーラム／ダカール［2000］

世界銀行、IMF合同開発委員会［2002］
〈世銀のEFA行動計画を支持〉 

国連持続可能な開発のための教育の10年
2005～14

国連識字の10年
2003～12

国連ミレニアムサミット［2000］
ヨハネスブルグサミット［2002］
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─社会制度の改革をはじめ、様々な活動が展開されています
過去の国連10年キャンペーンはどんな成果を？

1960

1970

1980

1990

2000

2010

1

2
3

4

5

6

7
8 9

10 11 12

13

14

15 16 17 18
19

  1 第1次国連開発の10年［1961～70］
  2 第1次軍縮の10年［1970～79］
  3 第2次国連開発の10年［1971～80］
  4 第1次人種差別と闘う10年［1973～82］
  5 国連婦人の10年［1976～85］
  6 第1次アフリカの運輸・通信の10年［1978～88］
  7 第2次軍縮の10年［1980～90］
  8 国際水供給と衛生の10年［1981～90］
  9 第3次国連開発の10年［1981～90］
10 第1次アフリカ工業開発の10年［1983～92］
11 国連障害者の10年［1983～92］
12 第2次人種差別と闘う10年［1983～92］
13 アジア・太平洋の運輸・通信の10年［1985～94］
14 世界文化発展の10年［1988～97］
15 国際防災の10年［1990～99］
16 第3次軍縮の10年［1990～99］
17 国連国際法の10年［1990～99］
18 国際植民地主義撤廃の10年［1990～2000］
19 第4次国連開発の10年［1991～2000］
20 第2次アフリカの運輸・通信の10年［1991～2000］

20 21

22 23 24
25
26

27

28 29 30

31

32 33

21 国連薬物乱用防止の10年［1991～2000］
22 アジア太平洋障害者の10年［1993～2002］
23 第3次人種差別と闘う10年［1993～2002］
24 第2次アフリカ工業開発の10年［1993～2002］
25 世界の先住民の国際の10年［1994～2003］
26 国連人権教育の10年［1995～2004］
27 貧困撲滅のための国連の10年［1997～2006］
28 第2次国際植民地主義撤廃の10年［2001～10］
29 世界の子どもたちのための平和の文化と非暴力のための国際の10年［2001～10］
30 開発途上国、特にアフリカにおけるマラリア撲滅の10年［2001～10］
31 国連識字の10年：すべての人々に教育を［2003～2012］
32 国連持続可能な開発のための教育の10年［2005～14］
33 「命のための水」国際の10年［2005～15］

1950

国連の10年キャンペーンは、「開発の10年

（1961～70）」に始まります。国際協力で途上国

の経済的自立を進めようという、ケネディ大統

領の提案がきっかけでした。しかし、経済成長

のための開発援助や貿易の自由化が、むしろ

貧困問題を拡大する事態を招いたまま、キャン

ペーンは第4次まで延長（～2000）。問題は今も

未解決です。

国連はその後も社会的・経済的弱者をめぐる

課題解決を目標に、30をこえるキャンペーン

を展開しています。日本における身近な例で

は、1976～85年の「国連婦人の10年」を通じ

て、男女雇用機会均等法や育児休業法が成立。

1995～2004年の「人権教育のための国連10

年」では人権教育・啓発推進法が制定され、国

内の教育活動を支えています。

こうした成果は、自然に生まれるわけではあ

りません。「婦人の10年」では、各市民グルー

プが連携し、内閣の推進本部に活発に働きか

けました。「ESDの10年」の獲得目標はなんで

しょうか。解決が待たれる社会問題は無数にあ

りますが、この10年のテーマは、その解決を

実現する「教育」づくりにあります。

開発援助
主にアジア・アフリカ・ラテンア
メリカなど、南半球の開発途上
国の発展のために、先進国が行
う支援政策。

貿易の自由化
貿易取引に関する、国家の保護
貿易主義的な干渉をなくし、自
由な輸出入を実現しようとする
政策動向。

参考情報：開発教育
開発途上国の現状や課題につい
て理解を深め、国際協力の重要
性を認識し、問題解決に参加す
る態度を養うべく、1960年代後
半に北欧諸国で始まった教育活
動。最近は、途上国に限定され
ない、国際社会全体の不公正が
扱われている。

参考情報：日本政府の動き
日本政府は2004年の秋、外務
省・文部科学省・環境省・国土
交通省・経済産業省・農林水産
省の局長クラスによる「ESDの
10年・関係省連絡会議」を設置。
横断的な取り組みにむけて、そ
の推進体制づくりを含む議論を
行っている。（2005.11現在）
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企業と子どもの環境学習　兵庫県西宮市

総合的な学習の時間
教科の枠をこえて生徒が課題を
みつけ、主体的な思考力や問題
解決能力を育むカリキュラム。
1998～99年の学習指導要領改
訂により始まる。考える力を実
践的に育む、参加・体験型の学
びの手法が重要とされている。

参考情報：環境教育
日本の環境教育は、1960年代
の公害教育と自然保護教育に端
を発する。93年、環境基本法に
環境教育の推進が明記され、99
年に中央環境審議会が主要な
環境政策の一つにその教育を定
義。2003年には「環境の保全に
関する意欲の増進、及び環境教
育の推進に関する法」が策定さ
れるなど、国策の一部として基
盤が構築されてきた。

CSR（Corporate Social 
Responsibility）
企業の活動に、社会的公正や倫
理、環境への配慮を取り入れ、
消費者・従業員・地域社会に対
し責任のある企業活動を行う考
え方。

「ESDとはなに？」という問いへの答えは、この10年間をかけて探るものです。
しかし「イメージがわかない！」という方もいるかもしれません。
そこで、ESD-Jが「これは“ESD的”」と考える、三つの事例をご紹介します。

授業を行っているのは、地元の企業の人々。
その内容は、企業・教員・保護者・行政がともにつくっています。

西宮の小学校の、総合的な学習の時間。地

場産業の「酒造り」で発展してきた同市ならで

はのテーマ「ビン」を素材にした環境学習が行

われました。地域の企業人が教室をおとずれ、

製造からリサイクルされるまでの流れを、みず

から伝えます。バスツアーで処理施設なども見

学。子どもたちは自分たちの街の資源の循環を

実感します。

コーディネート役は、地元のNPO「こども環

境活動支援協会（LEAF）」。この事業で彼らが大

切にしているのは、「教えることが最も深い学び

につながる」という考え方です。授業の内容は、

30数社の企業社員が衣・食・住・エネルギー・

ビン・文具のテーマに分かれ、教員・保護者・

行政と共同で開発。学校の授業づくりを軸に多

様な人々が関わり合うことで、仕事の再点検や

価値の見直しも進み、子どもと、企業を含む大

人たちの双方にとって、かけがえのない学びの

場となっています。

CSR（企業の社会的責任）や環境コミュニケー

ションへの関心の高まりの中、ここ数年、多く

の企業が社会との新しい関わり方を模索してい

ますが、企業の豊かな社会的資源は、地域の

教育資源としても還元できるのです。

参考事例─その1

参考情報：環境学習都市宣言
西宮市は、環境学習を通じた持
続可能なまちづくりを市民・事
業者・行政のパートナーシップ
で推進する仕組みづくりを、市
の施策に位置づけている。市内
の全小中学生を対象とするエコ
カード事業（92年～）など、これ
までの協働が培ってきた関係性
を基盤に、本頁の事例が成立し
ている。
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あらゆる活動をつなぐ・ESD　大阪府豊中市

ワークショップ
「あらかじめ用意された答え」の
ない物事について、参加・体験
型の手法を活かして探求する、
創造の場。旧来の意味は「工
房」。工業社会の象徴である
ファクトリー（工場）的な教育・
人格形成の場に対するアンチ
テーゼとして、20世紀を通じ世
界的にひろがる。

大阪の豊中市で、行政・市民団体の垣根を越

えた「ESDとよなか」という活動が始まってい

ます。2005年2月にキックオフ。環境・福祉・

ジェンダー・子育て支援などの活動をかさねて

きた地域の人々と行政担当者が集まってワーク

ショップをひらき、地域誌づくり・人が集う場

づくり・小さな子どもがいる家庭への地域の教

育力提供など、多様な活動を生み出しています。

空港や高速道路を抱える豊中には、地域の

課題に対する市民の取り組みの下地がありまし

た。1999年には、行政による「環境基本計画」

と市民による「豊中アジェンダ21」という二つ

のローカルアジェンダを、同じ理念・目標のも

とに策定。行政と市民による “協働”が、様々

な分野で進んでいます。

それでも以前までは、環境は環境に関心の

ある人々、子育てはその世代のお母さんたち

…と、参加者がなかなか広がらない、同じま

ちに様々な活動があるにもかかわらず互いを知

らない、という状況がありました。しかしESD

をきっかけに、多様な人々が集い・つながり合

うように。そこで共通する課題を見つけた彼

らは、「ESDとよなか」というゆるやかなネット

ワークを、ともに育て始めています。

参考情報：ファシリテーター
「促進する」「（物事を）容易にす
る」という意味の facilitateから
きている言葉。参加型の手法で
開かれるワークショップや会議・
話し合いの場の、進行役を指
すことが多い。豊中市の事例に
おいても、複数のファシリテー
ターが存在し、また若手の育成
が並行して行われている。

ローカルアジェンダ21
地球サミット（1992）で採択され
た「アジェンダ21」を受け、国レベ
ル、地域レベルで持続可能な社
会を実現するための行動計画作
りが進められた。策定には市民
参加が求められており、豊中市
はその先駆的事例としても有名。

参考情報：RCE

（Regional Centres of Expertise）
「ESDの10年」の推進にむけて
国連大学が提唱する教育プロ
ジェクト。要件を満たした地域
を順次認定する、ESD推進の
仕組みのひとつ。国内では岡山
市、仙台広域圏が2006年6月
に認定された。

ESDは持続可能な社会づくりにむけて地域の諸活動をつなげる機会ですが、その際、ファシリテーター的な中
間組織の存在が欠かせません。豊中市の場合には、「とよなか国際交流協会」「とよなか市民環境会議アジェン
ダ21」「とよなか人権文化まちづくり協会」がその役割を担当。地域に蓄積されていたESDの下地が、有機的に
つながっています。

NPO法人
とよなか市民環境会議
アジェンダ21

豊中市
（環境政策課・人権企画課・子育て支援課）

財団法人
とよなか男女共同参画
推進財団

社団法人
豊中市社会福祉協議会

とよなか人権文化
まちづくり協会

NPO法人
とよなか市民活動
ネットきずな

豊中市教育委員会
（地域教育振興課・
人権教育企画課）

財団法人
とよなか
国際交流協会

参考事例─その2
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NPO法　「未来をつくる仕組み」をつくる

NPO法
市民活動を行う団体に法人格を
与え、促進を図るために、1998
年に成立した「特定非営利活動
促進法」の通称。立法の過程で
は民法改正案のほか、「市民活
動促進法」「市民公益活動法人
法」「非営利法人特殊法」などの
法案名も存在した。

社会的な問題の解決には、「意識改革」「技術

革新」「法制度の改変」と大きく三つの手段があ

ると言われます。特定非営利活動促進法（以下

NPO法）は、「持続可能な開発」のための法律で

はありませんが、社会に参画する仕組みを市民

が自ら描き・実現した点において、優れてESD

的な事例だと私たちは考えます。「自分自身が

社会をつくる一員であること」を学ぶことが、

ESDの要点のひとつだからです。

70年代後半、日本の市民活動は大きく変わ

ります。行政の公的サービスを手伝う、あるい

は是正を促すという立場から、行政にかわって

自らフリースクールやナショナルトラスト、あ

るいは難民の国際支援活動など、様々な活動が

誕生しました。しかし次第に、組織形態上の限

界が問題となり、90年代前半には、新しい立法

を検討する市民の研究会が同時多発でスター

ト。省庁も、行政・企業・NPOがそれぞれ社会

サービスを展開することが望ましい、というビ

ジョンを示すように。そして95年1月の阪神・

淡路大震災を大きな契機に、議員と市民の協

働による画期的な法律づくりが約3年間に渡っ

て進められ、立法に至りました。

阪神・淡路大震災
1995年1月17日午前5時46分、
兵庫県を中心に、阪神地方に甚
大な被害を与えたマグニチュー
ド7.3の巨大地震災害。全国か
らかけつけた災害ボランティアが
復旧の大きな力となり、その活躍
はNPO法の実現を後押しした。

参考情報：NPO支援センター
民間・社会福祉協議会・自治体
あるいはそれらの協働により設
立されている、市民活動支援を
目的としたセンター施設。2005
年時点で全国に150ヶ所以上。
情報提供や施設・設備提供など
のサービスを行っている。

参考事例─その3

NPO法は、市民から行政に働きかけて生まれた、
社会づくりの基盤となる法律です
右・上記事：読売新聞1998.3.19夕刊より
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わたしたちESD-Jのご紹介

http://www.esd-j.org

ESD-J（「持続可能な開発のための教育の10年」推進

会議）は、NGO／NPO／個人によるネットワー

ク団体。2003年6月に設立され、2005年末時

点で、団体会員95団体・個人会員216名により

構成されています。

行政による市民参加型のまちづくりや、教

育・学習計画の策定支援、人権・環境・開発・

ジェンダー・平和・青少年などの教育を担って

いる各地域のキーパーソンを中心に、ESDの

推進につながる「政策提言」「情報共有」「地域

ネットワークの形成」「国際ネットワークの形

成」を展開。国内外で、様々な活動をはじめて

います。

ESDをめぐる問いのひとつに、「これまでの環

境教育や開発教育とどう違うの？」というもの

があります。「持続可能な開発」につながる教育

実践や手法は、たしかに様々な形で既に存在

しています。私たちESD-Jの仕事は、様々なス

テークホルダーとともに、それらをさらに推進

すること。そして既にある各教育分野のアイデ

アや人、実践の新しい組み合わせを生み出し、

ESDをより実体と力のあるものへ育ててゆくた

めの仕組みを、国レベル・地域レベルでつくる

ことにあります。

ステークホルダー
利害関係者の意。ESDにおいて
は、地域住民・教育機関・企業・
NGO／NPO・行政機関など、教
育や学習活動にかかわり、その
成果の影響を受ける全ての主体
を指す。

ESDの10年キックオフミーティング「未来へのまなびをはじめよう」 
2005.3.6（東京・立教大学）

ESD-J：6つのミッション（使命）

mission-1 異分野のNGOなどが互いに補完し合いながら、持続可能な社会づくりに取り組むネッ
トワークをつくる。

mission-2 政府のカウンターパートとして、市民およびNGO等が政府・地方自治体・国際機関・企
業・教育関連機関とパート－ナーシップを組み、国内外で実質的な「持続可能な開発の
ための教育」を実現するための政策提言と協働実施を行なう。

mission-3 学校教育や社会教育、まちづくりなどを通じて持続可能な社会づくりにNGOなどが参
画するしくみを強化する。

mission-4 「ESDの10年」について、国際的な窓口や受け皿となる。

mission-5 国際的な政策決定プロセスに参画できる、NGOの人材養成のしくみをつくる。

mission-6 日本のNGOが、国際機関へのプロジェクト提案と資金獲得をできるような方策を推進
する。
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ESD-J：4つの活動

［政策提言］
ESDの推進にむけて、政府レベルの

推進体制づくりや、ESD国内実施計

画の策定プロセス、計画内容に関す

る提言などを行っています。2005年

3月には「ESDの10年・キックオフミー

ティング」を主催。政府各省や地域活

動の現場から代表者を招き、円卓会

議を開催しました。

2006年以降の課題

具体的なESD推進施策を行政に提案します
➡  教員養成教育へのESDの導入、地域にお
けるESDコーディネーターの制度づくりの
提案、モデルカリキュラムの共同開発、ヨ
ハネスブルグで日本が明言した「2500億
円の教育協力」内容の具体化

市民参加型のESD推進を求めます
➡  ステークホルダーによる円卓会議の設置な
ど協働の仕組みづくり、関係行政機関や
市民にむけた「ESDの10年」の徹底周知

［情報共有］
ESDに関する国内外の情報を集め、

ウェブサイトや季刊「ESDレポート」

などで発信。ESDに関する冊子や書

籍の発行、学習会の開催、講師の派

遣などを行っています。

［地域ネットワークの形成］
ESDをテーマに活動を行っている人々

や団体が互いにつながり、地域での

動きとなるべく、地域ミーティングの

開催や全国各地での交流の場づくり

支援に注力してきました。
地域ミーティングは2005年12月時点で、24
都道府県・28カ所で開催されています。

［国際ネットワークの形成］
アジア太平洋地域を中心としたNGO

ネットワークの形成を目標に、英文

ウェブサイトや国際シンポジウムを

手がけています。2005年 9月には、

ESDアジアネットワーク推進会議を東

京で開催。多様な国々からの参加者

とワークショップを行いました。世界

の動きを日本に、日本の動きを世界

へ伝え、互いの連携を進めます。

2006年以降の課題

ESDを進める参考となる国内外の実践情報
を出来るだけ多く集め、これを共有するとと
もに、普遍的なエッセンスの抽出を試みます
➡  ウェブサイトによる情報提供、ESDレポー
ト内記事「地域発ESD」、冊子制作

2006年以降の課題

日本、あるいは地域におけるESDの課題に
ついてともに考える場を、より充実させます
➡  地域ミーティング、ブロックミーティング、
セミナーの開催

地域レベルでESDを支える仕組みづくりを
支援します
➡  モデル事業の共同開発

2006年以降の課題

各国、特にアジアにおける多国間の動きを把
握し、互いに連携し、経験やアイデアを共有
できるネットワークをつくります
➡  ESD-AP（Asia Pacific）の設立
➡  ESD-APのウェブサイトを制作、各国ごと
の取り組みを多言語で公開

➡  国際ミーティングへの参画、NGOネット
ワーク会議の開催

ESD-J 2004活動報告書より ESDアジアネットワーク推進会議より
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ESDをきっかけに、環境教育をは

じめ、開発・人権など、社会的課題を

めぐる様々な教育がつながり合おうと

しています。ESD-Jは、「持続可能な

社会をつくる」という目標にむけて、

異なる教育分野が互いに共有できる

エッセンス（本質）は何かを、フォーラ

ムやワークショップなど様々な場を通

じて探ってきました。

その結果、多面的なものごとの見

方やコミュニケーション能力などの

『育みたい力』、参加型学習や合意形

ESD-Jが考える“未来をつくる教育”、三つのポイント

平和教育

ESDの
エッセンス

開発教育 環境教育

人権教育

多文化共生教育

ジェンダー教育

福祉教育

○○教育

成などの『教育・学習手法』、共生や

人間の尊厳などの『価値観』、これら

三つのエッセンスが、“ESD的”な教

育・学びの中心にあること。解決すべ

き問題の設定は異なっても、複数の

教育分野が互いに共有できるコア（核）

であることを理解しました。

各エッセンスの子細を、私たちなり

にまとめてみました（右頁）。あなたは、

どのように思われますか？ あなたの

教育・学習活動は、これらの要素を含

んでいるでしょうか？

1. どのような力を育むことを目ざしているか？

□自分で感じ・考える力

□問題の本質を見抜く力／批判的思考力

□気持ちや考えを表現する力

□多様な価値観をみとめ、尊重する力

□他者と協力してものごとを進める力

□やり方からつくり直す力

□自分が望む社会を思い描く力

□地域や国、地球の環境容量を理解する力

□自ら実践する力

2. どのような教え方・学び方を重視しているか？

□参加体験型の手法が活かされている

□現実的課題に実践的に取り組める

□継続性がある

□多様な立場・世代の人々とともに学べる

□学習者の主体性を尊重する

□人や地域の可能性を最大に活かしている

□関わる人が互いに学び合える

□ただ一つの正解をあらかじめ用意しない

3. どのような価値観をつちかう教育か？

□人間の尊厳はかけがえがない

□私たちには社会的・経済的に公正な社会をつくる責任がある

□現世代は将来世代に対する責任を持っている

□人は自然の一部である

□文化的な多様性を尊重する

✓

…

これらの項目は2005年末時点のもので、ESD-Jにおいてもまだ互いに議論中です。
他にどのような項目が要るでしょう？ あるいは不要な項目はありませんか？
活動のチェックリストに、あるいはミーティングやワークショップの素材としてご活用ください。

ワークシート（2006年1月版）：


